
個室　利用料金　（目安　月30日計算） ＜令和5年5月～＞
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注）社会福祉法人による利用者負担軽減制度適用の方で、利用者負担第2段階の認定を受けられている方の介護サービス費については、高額介護サービス費支給制度を

　　優先して適用します。費用負担は実質変わりありません。

社福減免適用の場合
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利用者負担金 居住費 食事費 合計

第３段階① 14,625 47,978
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利用者負担金 対象者 居住費 食事費 合計
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※利用者負担金は、施設サービス費・栄養マネジメント強化加算・個別機能訓練加算（Ⅰ）（Ⅱ）・日常生活継続支援加算・看護体制加算（Ⅰ）（Ⅱ）

　・夜勤職員配置加算（Ⅲ）・科学的介護推進体制加算（Ⅱ）を合わせた金額です。

※利用者負担金は、１割の場合となっております。収入により負担割合が２割または3割になる場合があります。
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要介護４ 第３段階①
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　介護職員等ベースアップ等支援加算：1か月の総利用単位数×1.6％は別途かかります。

※介護職員処遇改善加算（Ⅰ）：1か月の総利用単位数×8.3％、介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ）：1か月の総利用単位数×2.7％、
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19,500 72,190 第３段階①
21,068 円 18,450 円

14,625 54,143

70,118

15,000 9,450 8,775 33,225



多床室　利用料金　（目安　月30日計算） ＜令和5年5月～＞
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注）社会福祉法人による利用者負担軽減制度適用の方で、利用者負担第2段階の認定を受けられている方の介護サービス費については、高額介護サービス費支給制度を

　　優先して適用します。費用負担は実質変わりありません。

社福減免適用の場合

利用者負担金 対象者 居住費 食事費 合計 利用者負担金 居住費 食事費 合計
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第３段階① 50,47019,500 第３段階①
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円
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円

15,00011,700第２段階 第２段階

40,800

48,880

　介護職員等ベースアップ等支援加算：1か月の総利用単位数×1.6％は別途かかります。

14,625 44,018

※介護職員処遇改善加算（Ⅰ）：1か月の総利用単位数×8.3％、介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ）：1か月の総利用単位数×2.7％、

59,99379,990

　・夜勤職員配置加算（Ⅲ）・科学的介護推進体制加算（Ⅱ）を合わせた金額です。

※利用者負担金は、１割の場合となっております。収入により負担割合が２割または3割になる場合があります。

第４段階

※利用者負担金は、施設サービス費・栄養マネジメント強化加算・個別機能訓練加算（Ⅰ）（Ⅱ）・日常生活継続支援加算・看護体制加算（Ⅰ）（Ⅱ）

第３段階② 第３段階②


